
「
庵
華
†
旦

発行者

鳥取県江府町

電話江尾㈹2211

編集　総　務　課

印刷（剤富士印刷

⑳

江府町の人口
（1月31日現在）

世帯数1329世帯
人　口　細さ4人
（前月比　6　人滅）
（男）　糾58
（女）　祁26
出　生　　8
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早
期
解
消
を
実
現
し
よ
う

町
同
和
教
育
研
究
集
会

二
月
十
九
日
、
土
井
之
内
会
館
で
「

差
別
の
現
実
に
深
く
学
び
、
差
別
の
本

質
を
明
ら
か
に
し
て
同
和
問
題
を
み
ん

な
の
も
の
に
」
を
テ
ー
マ
に
、
町
同
和

教
育
研
究
集
会
が
開
催
さ
れ
、
約
二
百

六
十
人
が
参
加
し
ま
し
た
。

大
会
は
、
学
校
・
地
域
・
職
場
で
の

同
和
教
育
の
取
組
み
に
つ
い
て
現
況
発

表
や
三
分
散
会
に
分
か
れ
て
解
放
を
目

指
し
て
、
活
発
な
意
見
交
換
が
行
わ
れ

ま
し
た
。
全
体
集
会
で
は
、
参
加
者
全

貞
が
「
部
落
の
完
全
解
放
な
く
し
て
、

民
主
主
義
の
確
立
は
あ
り
え
な
い
」
と

そ
の
実
践
の
総
意
を
決
議
し
、
そ
し
て
、

部
落
差
別
を
町
民
一
人
ひ
と
り
の
課
題

と
し
て
自
覚
を
高
め
、
早
期
解
消
を
実

現
し
よ
う
と
決
意
を
新
た
に
し
ま
し
た
。

引
き
続
い
て
、
「
同
和
問
題
の
今
日

的
課
題
」
と
題
し
て
、
西
田
秀
吉
部
落

解
放
同
盟
鳥
取
県
連
委
員
長
の
講
演
が

あ
り
、
盛
会
の
う
ち
に
終
わ
り
ま
し
た
。

大
会
に
つ
い
て
の
詳
細
は
、
江
府
町

教
育
広
報
第
三
三
三
号
に
掲
載
さ
れ
て

い
ま
す

（
写
真
は
、
呵
同
和
教
育
研
究
集
会
の
様
子
で
す
。
）

Soumu
四角形

Soumu
四角形



2
月
か
ら
ス
タ
ー
ト

老
人
保
健
制
度

■
　
　
今
年
二
月
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
老
人
保
健
制
度
は
、
壮
年
期
か

ー
　
ら
の
総
合
的
な
保
健
対
策
を
推
進
し
、
国
民
が
健
康
な
老
後
を
迎

m
攣
…
え
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
と
と
も
に
、
老
人
の
医
療
費
を
国
民
が
公

町　　報

平
に
負
担
す
る
こ
と
を
、
主
な
ね
ら
い
と
し
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
「
老
人
保
健
制
度
」
の
主
な
内
容
を
ま
と
め
て
み
ま
し

た
。

江　　府

諸芸

黒
猫
痍
滋
遠
謀
禦
照
準
準
試
撰
喪
嘉

撞
蜃
㌫
禦
琴
流
露
滋
拭
深
譜
揃
鹿
追
禦
翠
減

ト
明
徳
学
園
生

∵
医
療
の
対
黛
∵

攣
禦
莞
蒜
憲
遠
藤
撃
墜
禁
莞
憲

老
人
保
健
の
医
療
は
、
七
十
歳
以

上
の
加
入
者
及
び
六
十
五
歳
以
上
七

十
歳
未
満
で
寝
た
き
り
な
ど
の
状
態

に
あ
る
医
療
保
険
の
加
入
者
が
対
象

と
在
り
ま
す
。

た
だ
し
、
六
十
五
歳
以
上
七
十
歳

未
満
の
人
に
つ
い
て
は
、
あ
ら
か
じ

め
寝
た
き
り
を
ど
の
状
態
に
あ
る
と

い
う
町
長
の
認
定
を
受
け
を
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。

損
耗

－、WWヰ

医
欝
の
給
付

撰
謹
還
減
禁
準
譜
量
感
還
禦
撃
滅
諜
藤
還

老
人
保
健
の
医
療
は
、
健
康
保
険

や
国
民
健
康
保
険
を
取
り
扱
っ
て
い

る
病
院
・
診
療
所
・
薬
局
で
受
け
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

こ
の
ほ
か
、
国
鉄
病
院
や
逓
信
病

院
の
よ
う
に
保
険
医
療
機
関
や
原
発

取
扱
機
関
で
な
い
所
に
つ
い
て
も
、

そ
れ
ら
の
病
院
で
医
療
を
受
け
て
こ

ら
れ
た
方
は
、
引
き
続
き
医
療
が
受

け
ら
れ
ま
す
。

町
長
日
誌

＊
1
2
　
月

1
日
㈱
　
全
国
町
村
長
大
会
、
全
国

～

3
日
也

4
日
出

6
日
日
＝

7
日
㈹

8
日
水

9
日
木

1
0
日
也

1
1
日
出

1
2
日
㈱

1
3
日
㈲

1
4
日
㈹

1
5
日
㈱

1
6
日
㈹

1
7
日
励

1
8
日
出

2
0
日
㈲

2
1
日
㈹

2
2
日
㈹

簡
易
水
道
協
会
総
会
、
道

臓
整
備
推
進
大
会
（
東
京
）

在
勤

庁
内
会
、
組
合
立
日
光
小

学
校
協
議
（
溝
口
）

）
広
島
出
張

同
和
対
策
事
業
入
札
、
中

電
交
通
安
全
防
犯
協
力
会

西
部
町
村
長
会
（
米
子
）

西
伯
町
役
場
竣
工
式
、
町

職
員
互
助
会

半
の
上
集
会
所
竣
工
式

森
林
組
合
役
員
会

御
机
大
根
生
産
組
合
総
会

大
平
原
ス
キ
ー
リ
フ
ト
竣

工
式
、
町
小
・
中
P
T
A

連
絡
協
議
会
役
員
来
庁

定
例
町
議
会
（
本
会
議
）

江
府
町
農
協
米
沢
支
所
竣

工
式
、
議
会
特
別
委
員
会

農
業
委
員
会

定
例
町
議
会
（
本
会
議
）

議
会
特
別
署
員
会

定
例
町
議
会
（
本
会
議
）

中
国
横
断
道
町
対
策
会
議

大
河
原
・
江
尾
大
区
役
員

来
庁

Soumu
四角形

Soumu
楕円



黒
炭
痍
送
還
謡
禦
禦
準
漑
黒
磯
盛
運
憲

今
ま
で
の

老
人
医
療
費

受
給
者
証
の

代
わ
り
に
健

康
手
帳
が
交

付
さ
れ
ま
す
。

こ
れ
は
医
療

の
受
給
資
格

を
証
明
し
、

扁■；斬
恥二二㌧＼
＼二項㌧畑∵㍉＼

薫キ　　　　ー一、
、－、　　　　　　　　　　　　　　　　　　－－、－、

菜′′すこう工ケ▲ヵ
、、一一、＿

、、1、

な府町　＼

医
蝶
と
日
常
の
健
康
管
理
に
役
立
た

せ
る
た
め
に
、
健
康
診
査
を
ど
の
結

果
を
記
録
す
る
も
の
で
す
。
医
療
を

受
け
る
場
合
に
は
、
病
院
・
診
療
所

の
窓
口
で
、
こ
の
健
康
手
帳
と
保
険

証
を
示
し
て
下
さ
い
。

試
鸞
減
拭
減
※
減
耗
減
耗
濾
靂
痍
轟

▲1月31日までにお配りした
江府町健康手帳

減
操
業
謀
議
試
試
洗
顔
靂
痍
靂
疎
轟

お
年
寄
り
に
健
康
へ
の
自
覚
と
適

切
な
受
診
を
お
願
い
す
る
と
と
も
に

増
え
続
け
る
お
年
寄
り
の
医
療
費
を

国
民
皆
が
公
平
に
負
担
し
て
い
く
と

い
う
見
地
に
立
っ
て
、
こ
れ
か
ら
は

医
療
を
受
け
る
際
に
お
年
寄
り
に
も

無
理
の
な
い
範
囲
で
次
の
よ
う
に
一

部
負
担
金
を
支
払
っ
て
い
た
だ
く
こ

と
に
を
り
ま
し
た
。

▽
通
院
の
場
合

そ
の
日
の
最
初
の
診
療
日
に
四
〇

〇
円
の
一
部
負
担
金
を
医
療
機
関
に

支
払
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

総
合
病
院
の
場
合
は
、
各
診
療
科

を
一
つ
の
医
療
機
関
と
し
て
み
を
し

ま
す
か
ら
、
原
則
と
し
て
各
診
蝶
科

ご
と
に
支
払
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

▽
入
院
の
場
合

一
日
三
〇
〇
円
で
す
。
た
だ
し
、

同
じ
病
院
ま
た
は
診
蝶
所
に
継
続
し

て
二
か
月
（
健
保
・
船
保
・
日
雇
・

共
済
の
被
保
険
者
本
人
の
場
合
は
五

十
日
）
を
超
え
て
入
院
し
た
と
き
は
、

そ
の
後
の
一
部
負
担
金
は
支
払
う
必

要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

ト
検
診
を
受
け
て
、

早
期
発
見
に
努
め
ま
し
ょ
う

保健サービス

2
3
日
㈱

2
4
日
励

2
5
日
㈹

2
6
日
㈱

2
7
日
㈱

2
8
日
㈹

健康管理が大切

老人保健法は、老人の医療

だけでなく、壮年から健康管

理に努めていただくため、40

歳以上の方を対象に健康づく

りや成人病の予防からリハビ
リテーションまでの一貫した

保健サービスを提供すること

を目的としています。そこで

町では中心に在って次の事業

を行います。

健康教育

健康についての自覚を高め

正しい知識を広めるため、保

健学級などによって健康教育

を行います。

健康相談

心身の健康に関し、個別に

いろいろ相談に応じて必要な

指導・助言を行います。

健康診査
循環器とガンを中心に、年

1Ldの健康診査を行います。

2
日
R
H

3
日
r
l
R

4
日
し
八

5
H
H
水

6
日
木

7
日
勃

8
日
上

1
0
日
㈲

1
1
日
㈹

1
2
日
㈱

1
3
日
㈲

1
4
日
㈲

1
5
目
出

1
6
口
脚

1
7
日
㈲～

1
8
日
㈹

自
然
保
護
及
び
保
全
整
備

促
進
中
央
協
議
会
（
東
京
）

新
道
集
会
所
竣
工
式
、
県

政
に
対
す
る
要
望
至
米
子
）

西
部
町
村
長
会
（
米
子
）

町
管
理
職
会

武
庫
集
会
所
竣
工
式
、
奥

大
山
ス
キ
ー
場
開
き

江
尾
貨
物
事
務
所
竣
工
式

ご
用
納
め
式

＊
l
　
　
日
‥

正
月
マ
ラ
ソ
ン
入
会

久
遠
行
政
座
談
会

ご
用
始
め

在
勤

町
消
防
出
初
め
式

在
勤

神
奈
川
通
勤
会

商
工
会
経
済
懇
談
会

西
部
町
村
長
会
（
米
子
）

宮
ノ
前
地
区
玉
椿
会
館
竣

工
式

中
電
岡
村
取
締
役
来
庁

西
成
行
政
座
談
会

成
人
式
及
び
高
齢
者
顕
彰
式
、

町
消
防
第
一
分
間
年
始
会

農
協
婦
人
部
及
び
家
の
光

大
会
、
母
子
会
研
修
会

新
年
度
事
業
要
望
　
（
鳥

取
）

18
日
0
0
森
林
組
合
合
併
推
進
協
議

次
ペ
ー
ジ
へ
続
く

Soumu
四角形

Soumu
四角形



江　　府　　町　　報

土地取引の届出制

一団の土地取引

個々の取引面柿は小さくても、合計していくと

一一一→：芸芸持分の離　一定面積以仁と在る国のようを一団の土地矧

・営業譲渡　　　　　　は個々の取引それぞれについて届出が必要です。
譲渡損保

代物弁済

交換

予約完結権、買

戻権等の譲渡

地＿卜権、賃借権

の設定、譲渡

偲≡；：く
（（土地）　買う人

（イ）．・．・．・．・．・－Aさん

（口）．・．・．・．・．・一Bさん

（ハ）一一・一一Cさん

（二）一一一一Dさん

田届出をしないと

・法律で罰せられます。

届出をしかいで土地取引をした

り、偽りの届出をすると、6か月
以下の懲役または30万円以下の罰
金に処せられることがあります。

●税法上の特典がうけちれをくな
ることがあります。

（1）届出をしないで土地を譲渡す
ると、特定住宅地造成事業等のた

めに土地を譲渡した場合の讃漸
得の特別控除の適用が受けられな

くなることがあります。

（2）届出をし告いで造成宅地をど
を譲渡すると、法人等の土地譲渡

益重課の適用除外倍置が受けられ
をくそることがあります。

6週間以内

佃楢は、公′斥価桁や馴・■佃楕などと比校しなNO

がら．l■三千ざるものではないかどうか検。・ILます。卜地

の取引では、公示佃精や標準値梢や参考にして卜さい。

利1日目的は、川途地域などの川面のほか、道路等の整

備状i軋周辺の‖然環境の状況などから∴小郁合はな

いかどうかを検HJLまで。

勧告に従ったかとうかの

報告を求めます。

勧告には、中止勧告のほか、

利鞘目的や価格の変更勧告

があります。変更勧告の場

合l二は、これに従えば契約

を結ぶこともできます。

勧告に

従わない

町
職
員
の
異
動

町
で
は
、
こ
の
ほ
ど
次
の
と
お

り
人
事
異
動
を
行
い
ま
し
た
。

（
　
）
内
は
、
旧
任

一
月
一
日
付

・
課
長
級

町
民
課
長
（
企
画
課
長
）

藤
原
　
　
要

建
設
課
長
（
建
設
課
参
事
）

山
中
　
　
啓

企
画
課
長
心
得
（
農
林
課
長
補
佐
）

藤
原
　
昭
仁

1　2

30月5月
日　日

（日）（斜～

町編
婦成
人査
大走
会

会
（
鳥
取
）

1
9
日
㈱
　
農
業
振
興
懇
談
会
、
武

庫
大
区
役
員
及
び
貝
田

P
T
A
役
員
来
庁

2
0
日
㈹
　
南
大
山
大
根
生
産
組
合

連
絡
協
議
会
総
会
、
西

部
町
村
長
及
び
譲
会
議

長
行
政
懇
談
会
（
米
子
）

2
1
日
㈱
　
臨
時
町
議
会

2
2
日
出
　
衛
生
施
設
組
合
し
尿
処

理
増
設
施
設
竣
工
式

2
3
日
㈲
　
町
奥
大
山
ス
キ
ー
大
会
（

奥
大
山
ス
キ
ー
場
）

2
4
日
㈱
　
昭
和
五
十
八
年
度
予
算

Soumu
四角形

Soumu
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江　　府　　町　　報

土地取引のまえに・・・・・・

国土利用計画法による

Il国土利用計画法のねらい

37万k汀子の日本の国土は、生活と

生産を通ずる活動の碁盤として私

達が祖先から受けつぎ、後代に伝

えてゆかをければならをい大切な

資源です。私達は、狭いをがらも

豊かな自然に恵まれたこの国土を

大切に、有効に利用していかかけ

ればなりません。昭利47、48年頃

に問題となったように、土地の買

占めや地価の葬騰で、国土利用を

混乱におとし入れるといった事態

は、二度とおこしては与りません。

国土利用計画法は、このために

制定された法律です。この法律は、

土地の投機的取引や地価の高騰を

抑制し、乱開発をどを未然に防ぐ

ため、土地取引について届出制を

設けています。汁府町地内の土地

10，000nイ以上の土地の取引をしよ

うとするときは、この法律により、

あらかじめ知事に届け出なければ

そらをいことに怒っています。

B届出の必要な土地取引

汁府町地内の土地10．000

d以上の土地について右記

の耶引をする場合には事前

に剛が必要です。　　　⑳

ロ届出から契約まで

契約をしようとするときは、耶

引の当事者（売買の場合であれば

売主と買，．iミ）は、取引の子定価椿

や利用日的を書いた知事あての届

出書を、契約を結ぶ6週間前まで

に町役場に届け出て下さい。

届出を受けた知事は、取引価椿

と利用目的について審査し、不適

正と認めるときは、取引の中止又

は変更を勧γすることがあります。

それ以外の場

合には、届出

口から6週間

以内に勧告を

しをい旨文吾

で通知します。

この通知1を受

け取れば契約

ができること

になります。

届出よ・11事者が連名で行います。なお、用紙は

町役場企画課にあります。

・
課
長
補
佐
級

農
林
課
長
補
佐
心
得
（
保
健
課

衛
生
係
長
）

河
上
　
英
明

建
設
課
長
補
佐
心
得
（
財
政
課

課
税
係
長
）

高
山
伊
瑳
雄

保
育
園
長
心
得
（
保
育
園
長
補
佐
）

藤
原
　
敏
江

・
係
長
級

財
政
課
課
税
係
長
（
財
政
課
財

政
係
主
任
）

竹
内
　
敏
朗

保
健
課
衛
生
係
長
（
町
民
課
福

祉
主
任
）

清
水
　
孝
司

農
林
課
農
林
係
長
（
農
林
課
農

林
係
主
任
）

篠
田
　
勇
夫

・
主
事財

政
課
財
政
係
（
総
務
課
行
政

係
兼
管
財
係
）

岡
田
　
雄
成

町
民
課
福
祉
係
（
建
設
課
建
設
係
）

森
田
　
哲
也

総
務
課
行
政
係
兼
管
財
係
（
同

和
対
策
室
同
和
対
策
係
）

矢
下
　
慎
一

鳥
取
県
へ
派
遣
二
月
一
日
付
）

水
下
　
隆
義

退
　
職
（
十
二
月
三
十
一
日
付
）

町
民
課
長
　
　
田
中
　
金
明

保
育
園
長
　
　
船
越
　
照
明
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23
議
案
を
議
決
・
承
認

十
二
月
定
例
町
議
会
は
、
十
二
月
十
六
日

か
ら
六
日
間
の
会
期
で
開
か
れ
、
昭
和
五
十

六
年
度
の
各
会
計
決
算
を
は
じ
め
、
町
長
提

出
の
二
十
一
二
議
案
を
審
議
、
提
出
案
件
を
い

ず
れ
も
原
案
ど
お
り
可
決
承
認
し
ま
し
た
。

報丁田府江

一
般
会
計
決
算

歳
入三

三
億
一
、
六
七
〇
万
二
、
三
七
六
円

歳
出三

二
億
七
、
四
〇
四
万
六
、
九
〇
三
円

差
引
残
額
四
二
六
五
万
五
、
四
七
三
円

こ
の
残
額
を
翌
年
度
に
繰
越
し

（
各
会
計
決
算
状
況
は
、
次
号
に
掲

載
）

昭
和
五
十
七
年
十
九
号
台
風
に
よ
り

災
害
を
受
け
た
農
林
水
産
業
施
設
災

害
復
旧
事
業
分
担
金
徴
収
集
例
の
制

定
昭
和
五
十
七
年
九
月
二
十
五
日
に

発
生
し
た
十
九
号
台
風
に
よ
り
被
害

を
受
け
た
農
地
六
件
、
水
路
二
件
、

査
定
額
五
百
六
十
八
万
四
千
円
の
復

旧
事
業
に
つ
い
て
、
本
年
度
の
施
行

と
在
る
の
で
、
こ
れ
に
要
す
る
経
費

に
充
て
る
た
め
受
益
者
分
担
金
徴
収

条
例
を
制
定
す
る
も
の
で
す
。

索
道
運
営
事
業
会
計
に
地
方
公
営
企

業
法
の
一
部
を
適
用
す
る
日
を
定
め

る
条
例
の
制
定

大
平
原
ス
キ
ー
リ
フ
ト
の
完
成
に

伴
い
、
こ
れ
の
事
業
会
計
を
昭
和
五

十
七
年
十
二
月
一
日
か
ら
地
方
公
営

企
業
法
に
よ
る
財
務
規
定
の
一
部
を

適
用
す
る
た
め
の
条
例
制
定
で
あ
り

ま
す
。

議
会
の
議
員
、
そ
の
他
非
常
勤
の
職

員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条

例
の
一
部
改
正

昭
和
五
十
七
年
七
月
障
害
に
関

す
る
用
語
の
整
理
に
関
す
る
法
律

が
公
布
施
行
さ
れ
た
に
伴
い
、
本
条

例
中
に
用
い
ら
れ
て
い
る
障
害
に
対

す
る
不
適
当
用
語
を
改
め
て
障
害
者

に
対
す
る
住
民
の
理
解
を
深
め
、
障

害
者
の
福
祉
向
上
に
資
す
る
た
め
の

条
例
改
正
で
あ
り
ま
す
。

町
営
住
宅
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る

条
例
の
一
部
改
正

公
営
住
宅
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、

第
二
種
町
営
住
宅
の
入
居
基
準
の
引

上
げ
の
一
部
改
正
で
あ
り
ま
す
。

町
災
害
遺
児
手
当
支
給
条
例
の
一
部

改
正障

害
に
関
す
る
用
語
の
整
理
に
関

す
る
法
律
に
基
づ
き
、
障
害
に
関
す

る
用
語
の
う
ち
、
不
適
当
を
も
の
を

改
め
る
こ
と
に
よ
り
、
住
民
の
理
解

を
深
め
、
も
っ
と
障
害
者
の
福
祉
向

上
に
資
す
る
た
め
の
一
部
改
正
で
あ

り
ま
す
。

自
住
運
動
公
園
総
合
運
動
場
照
明
施

設
設
置
工
事
請
負
契
約
の
締
結

町
民
総
合
グ
ラ
ン
ド
に
照
明
施
設

設
置
工
事
を
指
名
競
争
入
札
に
よ
り
、

広
島
市
、
株
式
会
社
奥
村
組
（
広
島

支
店
）
と
契
約
承
認

契
約
金
額
　
四
、
七
〇
〇
万
円

索
道
事
業
会
計
が
ス
タ
ー
ト

索
道
運
営
事
業
会
計

大
平
原
ス
キ
ー
リ
フ
ト
が
完
成
し
、

今
シ
ー
ズ
ン
か
ら
地
方
公
営
企
業
法

に
よ
る
財
務
規
定
の
一
部
を
適
用
し

て
、
事
業
運
営
を
行
い
た
く
、
予
算

を
編
成
し
た
も
の
で
す
。

収
益
的
支
出
金

一
千
六
百
七
十
万
円

内
　
訳

（
営
業
費
用
一
千
六
百
三
十
二
万
円

営
業
外
費
用
　
十
四
万
九
千
円

予
　
備
　
費
　
三
十
三
万
一
千
円

こ
れ
の
財
源
と
し
て

収
益
的
収
入
金

一
千
六
百
七
十
万
円

内
　
訳

営
業
収
益
一
千
六
百
六
十
八
万
円

営
業
外
収
益
　
二
万
円

過
疎
地
域
振
興
計
画
の
変
更

昭
和
五
十
五
年
八
月
策
定
し
た
過

疎
地
域
振
興
計
画
を
新
規
事
業
の
実

施
に
よ
り
、
計
画
本
文
を
変
更
す
る

も
の
で
す
。

財
産
の
処
分

県
農
業
開
発
公
社
へ
、
農
地
保
有

合
理
化
促
進
事
業
に
よ
り
、
農
用
地

と
し
て
利
用
す
る
た
め
売
却
を
し
よ

う
と
す
る
も
の
。

町
有
地
　
七
九
、
九
二
一
平
方
㍍

一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
五
号
）

既
定
の
予
算
額
か
ら
二
千
八
百
二

十
五
万
一
千
円
減
額
補
正
し
、
予
算

総
額
を
二
十
七
億
一
千
三
万
四
千
円

と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

主
な
補
正
の
内
容
は
、
農
村
基
盤

整
備
事
業
、
山
村
振
興
対
策
事
業
、

電
源
交
付
金
事
業
を
減
額
し
、
町
道

改
良
事
業
、
災
害
復
旧
事
業
等
の
補

正
を
し
た
も
の
で
す
。

簡
易
水
道
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
三
号
）

既
定
の
予
算
額
か
ら
五
百
七
十
二

万
六
千
円
を
減
額
補
正
し
、
予
算
総

額
を
四
千
四
十
七
万
七
千
円
と
す
る

も
の
で
あ
り
ま
す
。

補
正
の
内
容
は
、
助
沢
地
区
飲
料

水
供
給
施
設
新
設
工
事
に
伴
う
入
札

及
び
精
算
設
計
に
よ
る
減
額
で
あ
り

ま
す
。

索
道
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第

二
号
）既

定
の
予
算
額
に
二
千
八
百
三
万

五
千
円
を
追
加
し
、
予
算
総
額
を
一

億
六
千
五
十
六
万
七
千
円
と
す
る
も

の
で
あ
り
ま
す
。

補
正
の
内
容
は
、
ゲ
レ
ン
デ
整
備

用
圧
雪
車
の
導
入
費
の
補
正
を
し
た

も
の
で
あ
り
ま
す
。

国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
言
三

既
定
の
予
算
額
に
六
百
六
十
二
万

円
を
追
加
し
、
予
算
総
額
を
二
億
一

千
四
百
八
十
万
六
千
円
と
す
る
も
の

で
あ
り
ま
す
。

主
な
補
正
の
内
容
は
、
高
額
療
養

者
の
増
加
に
よ
り
療
養
給
付
費
の
追

加
補
正
と
し
た
も
の
で
す
。

●
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江　　府　　町　　報

－2月16日から3月15日－

正しい申告でお早めに

⑳

確
定
申
告
の
受
付
け
が
始
ま
っ
て

い
ま
す
。

昭
和
五
十
七
年
の
所
得
税
（
町
民

税
を
含
む
）
の
確
定
申
告
は
、
二
月

十
六
日
か
ら
三
月
十
五
日
ま
で
で
す
。

町
で
も
申
告
相
談
を
下
表
の
と
お

り
設
け
て
い
ま
す
の
で
、
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

所
得
税
は
、
あ
を
た
自
身
が
所
得

を
計
算
し
、
税
金
を
算
出
し
て
納
付

す
る
申
告
納
税
制
度
を
と
っ
て
お
り

ま
す
。
そ
し
て
確
定
申
告
は
、
い
わ

ば
あ
な
た
の
昨
年
一
年
間
の
総
決
算

に
当
り
ま
す
。

所
得
税
の
確
定
申
告
を
し
を
け
れ

ば
を
ら
を
い
人
は
、
次
の
よ
う
な
方

々
で
す
。

①
事
業
を
し
て
い
る
人
や
不
動
産

収
入
の
あ
る
人
、
土
地
を
売
っ
た
人

な
ど
で
、
昨
年
中
の
所
得
の
合
計
額

が
配
偶
者
控
除
、
扶
養
控
除
な
ど
の

所
得
控
除
を
こ
え
る
人
。

②
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
で
給
与
の
年
収

が
一
千
万
円
を
こ
え
る
人
や
、
給
与

以
外
の
所
得
が
二
十
万
円
を
こ
え
る

人
。サ

ラ
リ
ー
マ
ン
の
場
合
は
、
確
定

申
告
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
確
定
申
告
を
し
な
く
て

も
よ
い
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
方
で
も
、

次
の
よ
う
な
場
合
は
確
定
申
告
を
す

る
と
源
泉
徴
収
さ
れ
た
所
得
税
が
戻

っ
て
き
ま
す
。

①
住
宅
を
新
築
し
た
り
、
新
築
の

住
宅
を
購
入
し
た
と
き

②
入
院
を
ど
で
多
額
の
医
療
費
を

支
払
っ
た
と
き

③
災
害
や
盗
難
に
あ
っ
た
と
き
を

ど
で
す
。

こ
れ
ら
税
金
の
還
付
金
を
受
け
る

た
め
の
申
告
は
、
二
月
十
六
日
前
で

も
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

前
年
に
確
定
申
告
を
し
た
人
は
、

税
務
署
か
ら
送
ら
れ
た
申
告
書
用
紙

で
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

こ
と
し
新
た
に
申
告
を
す
る
人
は

税
務
署
に
用
意
さ
れ
て
い
る
申
告
書

用
紙
を
お
使
い
く
だ
さ
い
。

税
額
の
計
算
の
仕
方
、
申
告
書
の

書
き
方
な
ど
で
わ
か
ら
な
い
点
が
あ

り
ま
し
た
ら
、
お
気
軽
に
税
務
署
ま

た
は
、
町
役
場
課
税
係
に
お
た
ず
ね

く
だ
さ
い
。

米
子
税
務
署
（
電
話
宍
五
千
四
≡
）

役
場
課
税
係
（
電
話
千
二
t
≡
）

申
告
に
必
要
な
書
類

相
談
に
こ
ら
れ
る
方
は
、
次
の
も

の
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

・
所
得
税
申
告
用
紙
（
税
務
署
か
ら

送
付
の
あ
っ
た
も
の
）

・
印
か
ん

・
給
与
所
得
等
の
源
泉
徴
収
票

・
生
命
保
険
料
、
損
害
保
険
料
の
支

払
証
明
書

・
雑
損
、
医
療
費
等
の
諸
控
除
及
び

配
当
控
除
、
あ
ら
た
に
住
宅
取
得
控

除
を
受
け
ら
れ
る
方
は
、
申
告
に
必

要
な
関
係
書
類

申　告　相　談　日　程
会場　町役場二階会議室

月　　　　 日 受 付 時 間 （午 前） 対　 象　 部　 落
受 付 時 間 （午 後） l 対 象 部 落

2 月2 4 日休） 営　 庶　 葉　　　　 山　 株　　　　 譲　 渡　　　　 （終 日）

2 5 日（金 8 ：30 ～ 11 ：0 0 大 河原 13 ：00 ～ 16 ：0 0 宮市、宮市原

2 8 日（月） 8 ：30 一一11 ：0 0 助 沢 、下 蚊 屋 13 ：00 ～ 16 ：0 0 小 原、美用

3 月 1 日伏） 1 0 ：00 1一・11 ：0 0 宮 ノ前 、 半 ノ上 13 ：00 ～ 16 ：0 0 洲 珊瑚　 一丁旦

2 日（水） 8 ：30 ～ 11 ：0 0 御 机 、笠 良原 13 ：00 ～ 16 ：0 0 下安井、武唾

3 日（木） 8 ：30 一一11 ：0 0 乗 尾 、杉 谷 13 ：0 0 ～ 16 ：00 貝田

4 日（劫 8 ：3 0 ～ 1 1 ：00 池 ノ内 13 ：0 0 、 16 ：00 荒田、新道

7 日（月） 8 ：30 ～ 11 ：0 0 尾 上 原 、 日ノ 話 、深 山 口 13 ：0 0 一一16 ：0 0 柿原、久連

8 日（火） 8 ：30 ～ 1 1 ：0 0 佐 川 、 本 2 13 ：0 0 一一16 ：0 0 本 1 、本 3

9 日（水） 8 ：3 0 、 1 1 ：00 本 4 、 本 5 13 ：0 0 ～ 16 ：0 0 新 1 、新 2

10 日休） 8 ：3 0 － 1 1 ：00 西 成 、 袋 原 、吉 原 13 ：0 0 ～ 16 ：0 0 ′Ji 工尾、大万
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最高齢者

15人を顕彰

高齢者顕彰式

▲拍手で迎えられる
野坂さん（前）と中尾さん（後）

一
月
十
五
日
、
土
井
之
内
会
館
で
成
人

報
　
式
の
あ
と
、
恒
例
の
高
齢
者
顕
彰
式
が
行

わ
れ
、
新
成
人
の
見
守
る
中
、
本
年
新
ら

T
J

田府江

し
く
五
人
の
顕
彰
者
を
加
え
長
寿
者
へ
お

祝
い
と
記
念
品
を
、
ま
た
家
庭
へ
は
感
状

と
高
齢
者
介
讃
年
手
当
金
が
贈
ら
れ
ま
し

た
。
を
か
で
も
、
九
十
三
歳
の
中
尾
ち
ょ

う
さ
ん
（
俣
野
）
と
九
十
二
歳
の
野
坂
政

雄
さ
ん
（
江
尾
）
の
二
人
が
自
ら
出
席
し
、

成
人
者
や
来
賓
か
ら
さ
か
ん
を
柏
手
で
迎

え
ら
れ
、
祝
福
を
受
け
ま
し
た
。

受
彰
者
は
次
の
み
を
さ
ん
で
す
。

（
敬
称
略
）

高
齢
者
顕
彰
（
九
十
二
歳
）

江
尾
野
坂
政
雄

柿
原
加
藤
喜
市

貝
田
六
浦
し
げ
よ

杉
谷
河
上
政
子

俣
野
藤
原
き
よ
の

名
誉
賞
（
前
年
ま
で
の
受
彰
者
）

吉
原
清
水
り
き
9

8
歳

御
机
川
上
か
ね
9
8
歳

一
旦
　
長
尾
　
い
そ

大
河
原
　
野
田
　
そ
の

江
　
尾
　
徳
岡
　
た
か

宮
　
市
　
長
岡
か
め
よ

洲
河
崎
　
小
峰
か
め
の

杉
　
谷
　
川
上
千
代
美

大
河
原
　
野
田
と
み
よ

俣
　
野
　
中
尾
ち
ょ
う

9393949495969697

歳歳歳歳歳歳歳歳

7
7
人
が
大
人
の
仲
間
入
り

成
人
式

一
月
十
五
日
、
土
井
之
内
会
館
で
成

人
式
が
行
わ
れ
、
七
十
七
人
の
成
人
者

の
う
ち
六
十
五
人
が
出
席
し
、
晴
れ
て

大
人
の
仲
間
入
り
を
し
ま
し
た
。

式
典
で
は
、
井
上
町
長
が
「
年
々
歳

々
花
相
似
歳
々
年
々
人
不
同
－
毎

年
毎
年
花
は
同
じ
よ
う
に
咲
く
が
、
人

の
世
は
年
と
と
も
に
変
わ
り
、
生
ま
れ

る
者
が
あ
れ
ば
死
ぬ
者
が
あ
っ
て
、
同

じ
顔
ぶ
れ
は
続
か
な
い
」
と
中
国
の
古

語
を
引
用
し
て
成
人
を
祝
さ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
に
対
し
て
新
成
人
を
代
表
し
、

宇
田
川
佳
範
さ
ん
（
武
庫
）
が
　
「
江

府
町
民
と
し
て
の
自
覚
と
誇
り
を
深

く
肝
に
銘
じ
、
少
し
で
も
役
立
つ
社

会
人
と
な
る
こ
と
を
誓
い
ま
す
」
　
と

誓
い
の
言
葉
を
述
べ
、
新
成
人
と
し

て
の
決
意
を
新
た
に
し
ま
し
た
。

”
守
り
〟
へ
の
決
意
新
た
に

町
消
防
出
初
め
式

新
春
の
一
月
六
日
、
恒
例
の
町
消

防
出
初
め
式
が
上
之
段
広
場
で
来
賓

を
は
じ
め
、
西
部
広
域
消
防
署
貝
、

町
消
防
団
員
ら
六
十
人
が
参
加
し
て

行
わ
れ
ま
し
た
。

制
服
制
帽
で
身
を
固
め
、
直
立
不

動
の
団
員
は
井
上
町
長
の
閲
団
を
受

け
た
後
、
本
町
通
り
で
団
員
の
分
列

行
進
、
消
防
車
の
パ
レ
ー
ド
。
ま
た
、

白
住
地
内
で
一
斉
放
水
し
、
”
守
り
″

へ
の
決
意
を
新
た
に
し
ま
し
た
。

表
彰
関
係
は
次
の
と
お
り
で
す
。

（
敬
称
略
）

町
長
表
彰
（
精
勤
章
）
＝
勝
見
純
、

小
笠
原
憲
義
、
岡
田
雄
成

（
勤
続
章
）
＝
太
田
厚

鳥
取
県
消
防
協
会
長
表
彰

（
勤
続
章
）
－
1
声
立
書
明
、
岡
本
昭
一
、

岡
田
昭
一
、
岡
田
憲
典

西
部
消
防
協
会
長
表
彰

（
功
績
章
）
＝
白
石
厚
志
、
千
藤
正

（
勤
続
章
）
＝
岡
田
昭
一

滴
二
十
歳
に
な
る
と
、
国
民
年
金
に
加
入
で
き
ま
す
。

若
い
人
は
、
と
か
く
「
老
後
な
ん
て
ま
だ
先
の
話
」
と
思

い
が
ち
で
し
ょ
う
が
、
将
来
受
け
取
る
年
金
は
加
入
が
早
け

れ
ば
早
い
ほ
ど
有
利
な
の
で
す
。
今
後
、
老
人
の
占
め
る
割

合
は
増
え
る
一
方
で
、
老
後
の
生
活
設
計
は
、
若
い
う
ち
か

ら
考
え
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

そ
の
た
め
に
も
、
二
十
歳
に
な
っ
た
の
を
機
会
に
「
国
民

年
金
」
に
加
入
し
ま
し
ょ
㌢

国
民
年
金
は
、
農
林
漁
業
・
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
業
を
ど
の

自
営
業
者
と
そ
の
家
族
の
た
め
の
年
金
制
度
で
、
二
十
歳
か

ら
五
十
九
歳
ま
で
の
人
が
加
入
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

あ
を
た
は
、
現
在
ど
の
年
金
制
度
に
加
入
し
て
い
ま
す
か
。

国
民
年
金
に
加
入
し
て
保
険
料
を
と
ど
こ
お
り
な
く
納
め

て
い
れ
ば
、
万
一
交
通
事
故
で
障
害
者
に
な
っ
た
り
、
夫
に

先
立
た
れ
て
母
子
家
庭
に
な
っ
た
り
し
た
と
き
に
は
、
障
害

年
金
や
母
子
年
金
で
生
活
が
保
障
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い

ま
す
。

ま
た
、
職
場
が
変
わ
れ
ば
、
ほ
か
の
年
金
に
も
通
算
さ
れ

◎
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号緋
　
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た

一
月
中
寄
託
分

香
典
返
し
と
し
て

本
　
五
　
村
上
千
代
子
殿

（
夫
梅
次
郎
様
ご
逝
去
）

宮
　
市
　
森
　
文
雄
殿

（
父
忠
雄
様
ご
逝
去
）

貝
　
田
　
森
田
貞
道
殿
（
長
女
有
紀
様
退
院
）

特
別
寄
付

鳥
取
市
　
空
場
孝
彰
殿

町
報
お
札

境
港
市
　
福
嶋
マ
ツ
子
殿

以
上
、
社
会
福
祉
事
業
に
ご
寄
付
い

た
だ
き
ま
し
た
。
厚
く
御
礼
申
し
上
げ

ま
す
。
　
江
府
町
社
会
福
祉
協
議
会

‥
・
t
＝
善
意
銀
行
受
払
報
告
・
…
…

L
十
二
月
末
累
計
額

二
百
三
十
四
万
千
四
百
七
十
円

2
一
日
中
寄
付
額

二
十
九
万
九
千
円

内
　
　
訳

香
典
返
し
　
十
二
万
五
千
円

快
気
祝
　
十
六
万
五
千
円

そ
の
他
　
　
九
千
円

3
．
一
月
末
累
計
額

二
百
六
十
四
万
四
百
七
十
円

報

御

机

林

　

収

殿

（
父
正
義
様
ご
逝
去
）

町
佐
　
川
　
己
越
康
喜
殿

（
父
幸
弘
様
ご
逝
去
）

洲
河
崎
　
佐
々
木
敏
明
殿

命
命
令
㊨
㊨
㊨
㊨

人
の
動
き

二
月
届
）

田
お
誕
生
お
め
で
と
う

命
令
㊨
㊨
㊨
㊨
㊨田

ご
め
い
福
を
祈
り
ま
す

（
父
一
男
様
ご
逝
去
）

助
　
沢
　
川
上
　
勲
殿

（
父
虎
治
様
ご
逝
去
）

佐
　
川
　
前
角
　
優
殿

（
母
敏
枝
様
ご
逝
去
）

内
祝
と
し
て

半
の
上
　
橋
谷
　
愛
殿
（
ご
本
人
様
退
院
）

本
　
二
　
中
川
正
春
殿
（
二
男
智
志
様
退
院
）

洲
河
崎
一
一
好
　
環
殿
（
長
男
憤
一
様
退
院
）

大
河
原
　
安
田
利
憲
殿
（
ご
本
人
様
退
院
）

本
　
二
　
石
原
　
将
殿
（
ご
本
人
様
退
院
）

御
　
机
　
岡
　
広
幸
殿
（
ご
本
人
様
退
院
）

本
　
三
　
浜
田
千
代
子
殿
（
ご
本
人
様
退
院
）

本
　
五
　
原
　
正
明
殿
（
ご
本
人
様
退
院
）

新
一
小
笠
原
憲
義
殿
（
ご
本
人
様
退
院
）

本
　
二
　
福
田
敦
人
殿
（
ご
本
人
様
退
院
）

杉
　
谷
　
川
上
　
洋
祐

本

一

加

藤

め

ぐ

み

洲
河
崎
　
佐
々
木
麻
美

荒
　
田
　
林
　
日
出
子

本
一
　
田
口
　
太
洋

小
江
尾
　
篠
田
　
圭
介

大
河
原
　
亀
田
　
裕
介

一
下
蚊
屋
　
筒
井
奈
緒
美

厚武明洋二
之志人介郎孝優誠

二長長二長長二二
女男男男女女女男

助佐御佐官
浮川机川市

森
　
忠
雄

己
越
幸
弘

林
　
正
義

前
角
敏
枝

川
上
虎
治

8470845082

歳歳歳歳歳

贋文
勲優牧子雄
宅宅宅宅宅

田
ご
結
婚
を
祝
し
ま
す

水
田
　
健
治

藤
田
　
圭
子

熊
坂
　
勝
行

橋
谷
ま
ゆ
み

横
山
　
勝
明

梅
田
　
明
美

千
藤
　
昭
弘

金
川
　
恵
子

））））
武
庫

京
都
府
綾
部
市
か
ら

茨
城
県
高
萩
市

武
庫
か
ら

岡
山
県
真
庭
郡
か
ら

下
蚊
屋

吉
原

日
野
町
舟
場
か
ら

て
納
め
た
保
険
料
は
む
だ
に
在
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
最
低
二

十
五
年
の
保
険
料
を
納
め
る
と
、
六
十
五
歳
か
ら
は
老
齢
年

金
が
受
け
ら
れ
て
、
老
後
の
生
活
設
計
が
成
り
立
ち
ま
す
。

私
た
ち
は
働
け
を
く
を
っ
た
時
の
生
活
設
計
を
今
か
ら
考
え

準
備
し
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

国
民
年
金
の
保
険
料
は
、
月
額
五
、
二
二
〇
円
で
す
。
又
、

保
険
料
を
納
め
た
く
て
も
経
済
的
な
理
由
で
納
め
ら
れ
な
い

人
の
た
め
に
、
保
険
料
納
付
が
免
除
さ
れ
る
制
度
が
あ
り
ま

す
。国

民
年
金
に
加
入
し
た
り
、
会
社
な
ど
に
勤
め
る
よ
う
に

を
っ
て
国
民
年
金
を
脱
退
す
る
届
等
は
役
場
で
取
扱
っ
て
お

り
ま
す
。

共
同
募
金
お
わ
る

昨
年
よ
り
二
万
六
千
円
増

十
月
か
ら
は
じ
ま
っ
た
赤
い
羽
根
共
同
募
金
と
十
二
月
か

ら
は
じ
ま
っ
た
歳
末
た
す
け
合
い
募
金
も
、
各
部
落
区
長
、

母
子
会
員
、
各
事
業
所
の
奉
仕
者
、
町
民
の
み
を
さ
ん
の
ご

理
解
を
頂
き
総
額
一
四
二
万
一
〇
一
円
の
心
温
ま
る
善
意
の

お
金
が
集
ま
り
ま
し
た
。

こ
れ
は
、
町
民
生
委
員
協
議
会
の
審
議
を
経
て
、
町
内
の

該
当
世
帯
と
本
町
出
身
で
福
祉
施
設
入
所
の
皆
さ
ん
に
そ
れ

ぞ
れ
お
贈
り
し
ま
し
た
。

直
接
奉
仕
下
さ
っ
た
方
々
、
ご
協
賛
い
た
だ
い
た
全
町
の

皆
さ
ま
に
心
か
ら
厚
く
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

●
赤
い
羽
根
募
金

七
七
万
六
〇
一
円
（
目
標
額
に
対
し
て
二
六
・
三
ば
の

増
）

●
歳
末
た
す
け
合
い
募
金
　
　
　
六
四
万
九
、
五
〇
〇
円

Soumu
四角形
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ふ
る
さ
と
地
名
等
⑥

報T
」

田府江

字
の
部

惑
琵
肇
雛
絹

が
れ
た
兎
に
対
し
八
十
神
が
　
「
海

水
を
浴
び
、
高
い
山
の
い
た
だ
き

に
上
り
、
風
に
吹
か
れ
て
伏
せ
て

お
れ
」
と
教
え
る
鮮
崩
が
あ
る
。

日
本
に
は
、
古
く
は
擁
水
を
浴
び

る
こ
と
に
よ
り
身
の
積
れ
を
洗
い

き
よ
め
る
風
習
が
あ
っ
た
と
い
う
。

し
た
が
っ
て
、
祭
事
に
塩
が
使
わ

れ
る
の
も
、
本
来
は
海
水
で
あ
る

べ
き
も
の
の
代
用
で
あ
る
。
公
簿

上
に
は
な
い
が
、
町
内
に
塩
滝
と

い
う
呼
び
名
の
場
所
は
こ
の
外
に

も
多
く
あ
り
滴
の
水
を
海
水
の
代

用
と
し
て
き
よ
め
に
使
っ
た
こ
と

か
ら
そ
の
名
が
生
ま
れ
た
も
の
で

あ
ろ
う
。

免
（
め
ん
）
御
机
＝
堂
免
、
小
江

尾
＝
大
息
免
、
俣
野

＝
坊
主
免
、
宮
市
＝

油
免

「
免
」
は
、
ユ
ル
ス
、
ユ
ル
メ

ル
、
ユ
ル
ク
ス
ル
の
意
味
で
、
江

津
踪
摘
閑
絹
歳
謂
佃

・
俣
野
・
佐
川
は
寺
の
祀
堂
料
、

宮
市
は
若
一
権
現
の
燈
明
料
と
し

て
の
免
租
地
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ

ト

7

0

小
江
尾
の
六
長
免
は
、
旧
江
尾
中

学
校
両
側
の
水
田
に
あ
り
、
木
地

師
の
開
発
に
よ
る
新
田
で
あ
っ
た

の
で
あ
ろ
う
か
。

自
任
（
し
ろ
ず
み
）
久
連

溝
口
町
に
桃
か
と
い
う
と
こ
ろ

が
あ
る
。
白
水
は
「
白
波
た
て
て

流
れ
て
い
る
川
」
　
の
意
と
い
う
。

白
住
の
　
「
白
」
も
、
白
波
た
て
て

流
れ
る
日
野
川
を
さ
し
、
「
住
」

は
　
「
隅
」
、
す
な
わ
ち
、
角
・
側

を
ど
の
転
託
し
た
も
の
と
考
え
る

と
、
日
野
川
辺
に
あ
る
「
白
住
」

の
位
置
と
一
致
す
る
。

蔓
刑
（
み
さ
き
の
き
呈
久
遽
・
実
用

出
雲
の
日
御
碕
な
ど
か
ら
「
御

崎
」
は
海
へ
突
き
出
し
た
突
端
を

考
え
や
す
い
。
し
か
し
、
語
源
は

「
山
、
又
、
陸
、
前
へ
突
キ
出
タ

ル
ト
コ
ロ
」
を
い
い
、
海
岸
だ
け

の
地
名
で
は
を
い
。
「
御
崎
前
」

も
舌
状
山
地
の
山
麓
に
あ
る
水
田

で
あ
る
こ
と
か
ら
こ
の
名
が
生
れ

た
も
の
と
思
わ
れ
、
地
形
に
因
ん

で
日
御
崎
さ
ん
を
分
祀
し
て
も
い
る
。

浜
子
（
は
ま
ご
）
武
庫
・
俣
野

「
浜
」
　
の
本
来
の
意
味
は
、
ガ

ケ
、
土
手
、
堤
、
急
斜
地
に
を
っ

て
い
る
岸
を
い
う
。
ま
た
、
「
子
」

は
古
請
に
い
う
小
さ
き
も
の
で
、

規
模
を
さ
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

俣
野
で
は
池
ノ
内
バ
イ
パ
ス
人
口

の
武
庫
寄
り
、
武
庫
は
一
旦
の
砕

石
場
下
附
近
の
日
野
川
岸
で
、
い

ず
れ
も
附
近
に
高
い
崖
が
存
在
す
る
。

（
江
府
町
史
か
ら
）

人

の

動

（12月届）

影花岡川島三須野
山井崎端川好山田

美宜悟孝静晋美
保巳子則佳也曹司
）　　　　　　）　　　　　　）　　　　　　）

大
河
原

島
根
県
八
束
郡
か
ら

洲
河
崎

日
南
町
中
石
見
か
ら

江
尾

八
乗
郡
郡
家
町
か
ら

島
根
県
八
束
郡

洲
河
崎
か
ら

広
島
県
呉
市

助
澤
か
ら

愛
媛
県
大
洲
市

吉
原
か
ら

俣
野

埼
玉
県
上
尾
市
か
ら

米
子
市
泉

柿
原
か
ら

田
お
誕
生
お
め
で
と
う

美
用
井
口
暗
介
和
明
三
男

柿
原
清
水
悦
博
昭
広
二
男

田
ご
め
い
福
を
祈
り
ま
す

宮
市
原
大
澤
薫
雄
7
9
歳
公
人
宅

武
庫
宇
田
川
敏
光
4
1
歳
繁
讃
宅

新
道
藤
原
こ
め
8
5
歳
浩
子
宅

日
の
詰
藤
柴
次
郎
8
3
歳
邦
雄
宅

新
二
徳
岡
柴
専
8
7
歳
久
義
宅

本
五
村
上
梅
次
郎
7

8
歳
千
代
子
宅

洲
河
崎
佐
々
木
一
男
5
2
歳
息
子
宅

田
ご
結
婚
を
祝
し
ま
す

H
H
美
摘
）

描
描
一

開
㌍
仁
銅
）

三
宅

砂
口

下
原

竹
内

小
林

山
本

幸
形

仲
田

㌍
）

銅紺）
鵬
誓醐

）
米
子
市
舐
園
町

富
市
か
ら

島
根
県
安
来
市

御
机
か
ら

日
野
町
根
雨

武
庫
か
ら

兵
庫
県
朝
来
郡

江
尾
か
ら

俣
野

横
浜
市
緑
区
か
ら

日
野
町
上
菅

吉
原
か
ら

西
伯
郡
岸
本
町

御
机
か
ら

あ

り

が

と

う
ご
ざ

十
二
月
中
寄
託
分

香
典
返
し
と
し
て

武
庫
　
宇
田
川
順
子
殿

（
夫
敏
光
様
ご
逝
去
）

日
の
描
　
藤
　
邦
雄
殿

（
父
柴
次
郎
様
ご
逝
去
）

宮
市
原
　
大
澤
公
人
殿

（
父
素
姓
様
ご
逝
去
）

新
二
　
徳
岡
久
義
殿

（
父
栄
寿
様
ご
逝
去
）

内
祝
と
し
て

い

ま

し

た

荒竺窪筑至芸警護窪至竺
吉
川
照
子
殿
（
ご
本
人
様
退
院
）

手
島
　
祐
殿
（
ご
本
人
様
退
院
）

長
尾
冬
生
殿
（
ご
本
人
様
退
院
）

田
中
耕
祐
殿
（
長
男
和
也
様
退
院
）

加
藤
寛
治
殿
（
2
男
和
志
様
退
院
）

中
尾
す
み
ゑ
殿
（
ご
本
人
様
退
院
）

村
上
つ
ね
こ
殿
（
ご
本
人
様
退
院
）

山
崎
勝
人
殿
（
長
女
書
香
様
退
院
）

長
尾
利
彦
殿
（
ご
本
人
様
退
院
）

西
田
定
則
殿
（
ご
本
人
様
退
院
）

加
藤
　
厚
殿
（
長
男
明
様
退
院
）

洲
河
崎
　
影
山
和
稚
殿
（
ご
本
人
様
退
院
）

小
江
尾
　
宇
田
川
正
殿
（
ご
本
人
様
退
院
）

本
一
小
林
　
栄
殿
（
妻
厚
子
様
退
院
）

特
別
寄
付

久
連
　
高
野
　
満
殿

う
す
、
き
ね

以
上
、
社
会
福
祉
事
業
に
ご
寄
付
い

た
だ
き
ま
し
た
。
厚
く
御
礼
申
し
上
げ

ま
す
。
　
　
江
府
町
社
会
福
祉
協
議
会

‥
＝
‥
善
意
銀
行
受
払
報
告
‥
・
‥
‥

1
．
十
一
月
末
累
計
額

二
百
十
二
万
九
千
七
百
二
十
円

2
．
十
二
月
中
寄
付
額

二
十
二
万
五
千
円

内
　
　
訳

香
典
返
し
　
　
五
万
五
千
円

快
気
祝
　
　
　
十
七
万
円

3
．
支
出
額

需
用
費
一
万
三
千
二
百
五
十
円

4
．
十
二
月
末
累
計
額

二
百
三
十
四
万
千
四
百
七
十
円

⑳

Soumu
四角形

Soumu
四角形


